
 

島根県地震津波防災対策検討委員会 設置要綱 

（目的） 
第１条 島根県における地域特性を踏まえた地震津波浸水の想定並びに被害の想定を検討するた

め、島根県地震津波防災対策検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、次の事項に関し必要な助言及び検討を行う。 
(1) 島根県における地震津波浸水の想定に関すること。 

(2) 島根県における地震津波被害の想定に関すること。 

(3) その他、地震津波防災対策に関すること。 
 
（組織） 
第３条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 
２ 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 
３ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 
４ 委員の数は、１０人以内とするよう努めるものとする。 
 
（任期） 
第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成３０年３月３１日までとする。 
 
（運営） 
第５条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。 
２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の場合又は事故あるときは、その職を代理する。 
３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めるこ

とができる。 
４ 委員会の事務局は、島根県防災部防災危機管理課とする。 
 
（設置期限） 
第６条 委員会の設置期限は、平成３０年３月３１日までとする。 
 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。 
 
  附 則 

 この要綱は、平成２７年９月１５日から施行する。 
  附 則 

 この要綱は、平成２９年２月２７日から施行する。 
 



別表 

 

島根県地震津波防災対策検討委員会 委員名簿 

 

所  属 役職 氏名 専門分野 

松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 教授 淺
あさ

田
だ

 純作
じゅんさく

 災害社会工学 

広島工業大学 工学部 建築工学科 教授 岩井
い わ い

  哲
さとし

 建築耐震構造 

松江工業高等専門学校 環境・建設工学科 教授 河原
かわはら

 荘
そう

一郎
いちろう

 土質工学 

関西大学 社会安全学部 教授 高橋
たかはし

 智
とも

幸
ゆき

 水災害 

東北大学 災害科学国際研究所 教授 遠田
と お だ

 晋
しん

次
じ

 地震地質学 

防災・危機管理アドバイザー 
（元松江市消防長） 

 林
はやし

  繁
しげ

幸
ゆき

 火災・大規模災害 

山口大学 大学院 創成科学研究科 准教授 村上
むらかみ

 ひとみ 都市防災 

京都大学 防災研究所 准教授 森
もり

 信人
のぶひと

 防災工学 

島根大学 名誉教授  横田
よ こ た

 修
しゅう

一郎
いちろう

 応用地質学 

島根大学 大学院 総合理工学研究科 教授 汪
わん

 発
はつ

武
ぶ

 自然災害科学 

（五十音順）                （平成２９年２月２７日現在） 


